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競 争 入 札 公 告 

 
 社団法人日本薬理学会（以下「本会」と称する）は、下記の契約について競争に付します。 
 

記 
 
１．競争入札事項 

Journal of Pharmacological Sciences Vol. 109, No. 4 ～ Vol. 112, No. 3（計 12 号） 
の印刷製本、その電子版の製作及び J-STAGE への登載 

 
２．競争参加資格 

(1) 全省庁統一規格（平成 19/20/21 年度）の「物品の製造」及び「役務の提供等」の参加資

格区分において、A、B 又は C の等級に格付けされている者、あるいはそれと同等の者。 
(2) 過去二年間に公正な競争の執行を妨げたる事実、又は公正な価格を害し若しくは不正の

利益を得るために連合した事実のない者。 
(3) 個人情報保護法の違反事実がない者。 
(4) 労働基準法他関係労働諸法令に違反したる事実がない者。 
(5) 英文の国際学術誌（月刊誌）作成の実績があり、英文に精通した編集・内校者を擁する

者。 
(6) 現在の J-STAGE 仕様に基づく電子ジャーナル製作の実績があり、今後の仕様変更・機

能拡張にも即応できる者。 
(7) データのバックアップおよび保守管理を確実に行える者 
(8) 日本薬理学会誌出版部（京都市左京区）の近隣に営業拠点を有している者。 

 
３．入札方法 
入札金額は総額を記入すること。 
別紙仕様書に基づき 1 年(12 号)分の見積もり金額（冊子体の印刷製本と電子版の製作登載の

全体の価格）を算出すること。 
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 5 パーセントに相当する額を

加算した金額（当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものと

する。）をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者

であるかを問わず、見積もった契約金額の 105 分の 100 に相当する金額を入札書に記載する

ものとする。 
 
４．落札決定方法 
本公告に示した物品を製造し、役務を提供できると本会契約担当者が判断した入札者であって，

本会が作成した予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落

札者とする。 
 
５．納入期限  

(1) JPS（冊子体) 
    2009 年 4 月 20 日から 2010 年 3 月 20 日までの毎月 20 日。なお当該日が土曜日または

法定休日に該当するときはその前日とする。 
 (2) JPS（電子版） 

    本会が指定する日。 
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６．入札説明会の日時および場所 
 2009 年 2 月 12 日（木） 午後 3 時 
於  本会事務局（〒113-0032 東京都文京区弥生 2-4-16 学会センタービル） 

 
入札に参加する者は必ず入札説明会に参加すること、入札説明会に参加しない者の入札は認

めない。 
また入札説明会に参加を希望するものは 2009 年 2 月 6 日（金）午後 5 時迄に下記入札書提

出場所の連絡先にその旨を文書（郵便、FAX）で申し入れることとする。 
 
７．入札書提出期間及び提出場所 

入札書は郵送（書留）により下記提出先に 2009 年 2 月 27 日（金）正午まで（必着）に提

出すること。 
 

社団法人日本薬理学会 事務局 
〒113-0032 東京都文京区弥生 2-4-16  学会センタービル 
TEL: 03-3814-4828 FAX: 03-3814-4809 

 
８．開札の日時および場所 

2009 年 3 月 3 日（火） 午後 1 時 
於  本会事務局 

 
９．入札の無効 
 以下のいずれかに該当する入札書はこれを無効とする。 

①競争参加資格を有さないものが提出したとき 
②所定の事項の記載（押印を含む）のない入札 
③入札金額の記載が不明確なもの及び金額を訂正したもので、その訂正について押印の

ない入札書 
④所定の事項の記載（押印を含む）の判然としない入札書 
⑤その他入札に関する条件に違反した入札書 

 
１０．契約条件 
  説明会にて配布する契約書(案)に則る。 
 
１１．契約書の作成 
  契約の締結にあたっては契約書を作成するものとする。 
 
１２．その他 

(1) 詳細は入札説明書による。 
(2) 次年度以降は、本契約終了日の３ヵ月前までに甲・乙が合意した場合は、翌年１年間

の Journal of Pharmacological Sciences の印刷製本、その電子版の製作及び J-STAGE
への登載を対象として本契約を１年間更新するものとする。但し、契約の更新は３回

までとする。 
 

以上公告する 
 

2009 年 1 月 30 日 
契約担当者 
社団法人日本薬理学会 
理事長  成 宮  周 


